
１．はじめに

　教育職員免許法施行規則の改正により，

2022年４月から教職課程の自己点検・評価が

義務化されることとなった．それは，各大学

が教職課程の質を向上していくために，自ら

の責任で大学の教職課程の様々な取り組みに

ついて点検・評価を行い，教職課程の内部質

保証の体制を確立させるためである（教職課

程の質保証のためのガイドライン検討会議，

2021）．

 そもそも，日本における教職課程の質保証

は，「教員免許状の開放性」の原則下で多様

に展開されているため，各大学が行うことに

委ねられている（岩田，2014）．そのため，
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教職課程における質保証は，教員養成教育に

おける一連の取り組みを組織的に機能させ，

教職課程を有する機関としての自律性や主

体性を確保して行われる必要がある（佐藤，

2011）．とりわけ，教職課程の充実や各大学

の主体的な取り組みの推進が求められている

中では，学生が何をどう学んだのか，何を身

に付けたのかといった状況把握を出発点に教

職課程の管理運営やカリキュラムを議論して

いくことが求められている．

1.1. 教職課程の質保証と教職課程コアカリ

キュラム

　大学教育の質的転換には，学生の主体的な

学修を支えるための教育方法への移行が必要

であることが指摘されており，「個々人の可

能性を最大限に伸長する教育」を重視し，「何

を教えたか」から，「何を学び，身に付ける

ことができたのか」が必要となる（中央教育

審議会，2018）．そのような中，急速な社会

の変化に伴い，教育界では複雑化する学校現

場に対応できる教員の資質向上のための方策

や大学における教職課程のあり方が議論され

ている．なぜなら，わが国が将来に向けて更

に発展し，繁栄を維持していくためには様々

な分野で活躍できる質の高い人材育成が不可

欠であり，こうした人材育成の中核を担う学

校教育の直接の担い手となる教員の資質能力

を向上させることが最も重要と考えられてい

るからである（中央教育審議会，2015）．

　そこで，2019年度からは，より実践的指導

力のある教員を養成するために，すべての大

学の教職課程で共通的に修得すべき資質能力

を明確化し，教員養成の全国的な水準を確保

するための教職課程コアカリキュラムに基づ

く新たな教職課程がスタートした．

　教職課程コアカリキュラムは，その内容を

大学や教員を採用・研修する教育委員会等が

認識を共有しながら取組を推進していくこと

が求められている（教職課程コアカリキュラ

ム検討委員会，2017；森山，2017）．特に，

教職課程を有する大学には，教職課程を編成

する際に体系性をもった教職課程になるよう

留意すること，教職課程を履修する学生に対

して，早い段階から教員としての適性を見極

める機会を提供したり，卒業時までに修得す

べき資質能力について見通しをもって学べる

よう指導を行うことが求められている（文部

科学省，2020）．

　以上を踏まえると，教職課程コアカリキュ

ラムを活用しながら，地域の実態や大学の独

自性等を踏まえて体系的な教職課程カリキュ

ラムを編成していくには，「何を教えたか」

だけでなく教師を目指す学生が「何を学び，

身に付けることができたのか」を把握する必

要がある．

1.2. 教職課程の質保証に関する国内外の状況

　わが国では「今後の教員養成・免許制度

の在り方について」（中央教育審議会答申，

2006）以降，教職課程の改善・充実に向けた

主体的な取り組みが推進されており，教職実

践演習の新設・必修化や教育実習の充実・改

善，教員養成カリキュラム委員会の機能の充

実・強化などが行われている．このことは，

単に課程認定基準を遵守するということでは

なく，「教職課程の質的水準の向上」に向け

た取り組みの実施が期待されていると言えよ

う（佐藤，2011）．また，「教職生活の全体を

通じた教員の資質能力の総合的な向上方策に

ついて」（中央教育審議会，2012）や「これ

からの学校教育を担う教員の資質能力の向上

について～学び合い，高め合う教員育成コ

ミュニティの構築に向けて～」（中央教育審

議会，2015）では，教職課程の認定制度の在

り方や全学的に教職課程を統括する組織の設

置，教職課程における自己点検・評価の実施

など，「教職課程の質の保証・向上」に取り

組む必要性が示されている．

　つまり，教員の資質能力の向上には，その

入り口段階である教職課程の質保証や質的水

準の向上が求められ，そのための方策が重要

な役割を担っていると考えられる．

　国外に目を向けてみると，すでに教員
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養成に関する自律的な質保証の取り組みが

行われている．例えば，米国ではNational 

Council for Accreditation of Teacher 

Education（NCATE）とTeacher Education 

Accreditation Council （TEAC）が合併した

Council for the Accreditation of Educator 

Preparation（CAEP）と呼ばれる教員養

成評価機関があり，全米規模で評価を実施

している注１）．また，スコットランドでは，

GTCSと呼ばれる教職に関する諸事項を自

律的に管理するための職能団体があり，教

員養成プログラムを有する９大学が６年ご

とにGTCSによる評価を受けている（佐藤，

2014）．さらに，同じアジアの韓国では，韓

国教育開発院（KEDI）が教員養成教育の評

価を行っており，国家が支援する研究機関と

して規定されている（井出，2014）．

　このように，国外においてはそれぞれの教

員養成のシステムや実態に応じて，教職課程

の質保証についての取り組みが行われている．

　しかしながら，日本の教職課程の質保証は

開設時における課程認定と不定期に行われる

教職課程実地視察（外部質保証）が主となっ

ており，課程認定を受けた後に大学が自律的

に教職課程の質の維持，向上にむけた取り

組み（内部質保証）が十分に図られていな

いことが指摘されている（中央教育審議会，

2015）．また，私立大学を中心に教職課程の

認定に「通る」ことが最大の関心事になって

いるという指摘もある（田子，2002）．この

ような課題を解決するためにも，各大学が教

職課程における自己点検・ 評価の実施を自律

的かつ主体的に行うことが重要になってくる

と考えられる．

２．研究目的

　教員養成プログラムを構築するためには，

学生の認識や意見が重要であることが強調さ

れており，教師教育者が学生の視点から教え

ることについての課題を把握し，その課題に

対応することが重要となる（Loughran, 2007；

Goh and Matthews, 2011）．なぜなら，質の

高い教師は教師教育プログラムの質に影響し

ており（Flores, 2016），それが教師の知識や

スキルと関連する（European Commission, 

2013）と考えられるからである．

　そこで，本研究では教職課程で学んだ学生

が本学の教職課程の何を評価し，何を課題と

しているのかを明らかすることを目的とす

る．最終的には，教職課程の管理運営やカリ

キュラムの充実など，自律的な質保証に向け

た基礎資料としたい．

３．研究方法

3.1. アンケートの作成ついて

　アンケートは，東京学芸大学教員養成評価

開発研究プロジェクトの「教員養成教育認定

評価ハンドブック」（2014）と大学基準協会

の教職課程における質保証・向上に係る取組

の調査研究部会が行った「教職課程における

質保証・向上に係る取組の調査研究報告書」

（2018）を参考に30項目を作成した（表１）．

アンケートは，「教員養成に対する理念の共

有（Q１，２）」，「教職課程のカリキュラム編

成の工夫（Q３，４，５）」，「教職員の組織体

制に関する工夫（Q６，７）」，「教職課程に対

する自律的・恒常的な改善システムの構築

と運用（Q８，９）」，「教職課程への学生の導

入に関する工夫（Q10，11，12）」，「学生へ

の適切な支援と指導（Q13，14，15）」，「教

職への意欲や適性の把握（Q16，17，18）」，

「履修指導を支える組織体制やシステムの充

実（Q19，20，21）」，「創造的な課題発見・

課題解決を促す修学環境や授業方法の充実

（Q22，23，24）」，「学校現場への理解と教

育実習の充実（Q25，26，27）」，「体験の省察・

構造化の充実に関する工夫（Q28，29）」，「教

育関連諸機関との連携・協力体制の構築と充

実（Q30）」に関する内容から構成されている．

これらの内容は，大学側が自己点検・評価を

行う際に参考にする項目であるが，状況把握

を出発点とするために学生の視点から回答で

きるように作成した．また，内容的妥当性を

担保するために，教職課程の自己点検・評価
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の調査研究に関わったことのある２名の大学

教員で質問項目を検討した．

3.2. アンケートの実施について

　アンケートの調査は，令和３年４月～６月

にかけて実施し，Microsoft のFormsを活用

した．なお，ウェブにアクセスする時間を含

め，回答する時間を約15分と想定した．実際

には平均回答時間が約10分であった．アン

ケートには研究説明のページを設け「同意す

る」ことによって回答が可能になるように配

慮した．

　アンケートは，2015年度～2020年度に本学

人文学部において中学及び高等学校の教員免

許を取得した卒業生の約120名に回答を依頼

し，48名から回答を得た（約40％）．その内

訳は表２の通りである．

　アンケートには，「本学の教職課程の取り

Q１ 養成しようとする教員像について理解していた．

Q２ 学生にとって主要な進路のひとつとして「教職」を位置づけていることを理解していた．

Q３ 適切なディプロマ・ポリシーを設定していた．

Q４ アドミッション・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、ディプロマ・ポリシーに一貫性があった．

Q５ 大学の教育活動と社会（外部）との積極的な関わりを構築していた．

Q６ 研究者教員と学校現場での優れた実践経験を有する教員との共同による指導体制を構築していた．

Q７ 事務組織も含め、教職員全体で学生の学びを支援していた．

Q８ 学生の教職志向を把握し、学部教育の改善に活かしていた．

Q９ 教職履修者数が適正な範囲であった．

Q10 教職を担うにふさわしい人材を集めるアドミッション・ポリシーを設定していた．

Q11 教職を担うにふさわしい学生の募集・選抜・選考等を実施していた．

Q12 教職を担うにふさわしい人材の確保について恒常的な改善に取り組んでいた．

Q13 教職志望の学生の学習ニーズ（適性・意欲およびそれに基づいた学習課題）を把握していた．

Q14 教職志望の学生に対する適切な履修指導を行っていた．

Q15 教職への適性が乏しいと判断された学生に対して適切な指導を行っていた．

Q16 在学中の折々に学生の教職に対する意欲を把握していた．

Q17 在学中の折々に学生の教職に対する適性を把握していた．

Q18 個々の学生のニーズの把握に基づいた適切なキャリア支援を行っていた．

Q19 教職入職に関する各種の情報を適切に提供していた．

Q20 教員免許状の取得や教員採用試験合格のみをゴールとしない、多様なキャリア支援に取り組んでいた．

Q21 在学中のメンタル・サポートの体制を整えていた．

Q22 学生自身による課題発見・課題解決型の学習を促す工夫に取り組んでいた．

Q23 学生間の協同による課題発見力・課題解決力や合意形成力を育成する場を設定していた．

Q24 学生の研究志向を育むカリキュラムを提供していた．

Q25 公教育システムと学校についての広い視野を醸成する機会を提供していた．

Q26 教育の実際場面に学生が触れる機会を設定していた．

Q27 取得する教員免許状の特性に応じた実践的指導力を育成していた．

Q28 様々な体験活動とその省察による往還の機会を提供していた．

Q29 様々な発達段階に関する教育実践的な情報を提供していた．

Q30 教育委員会や学校と大学との組織的な連携協力体制を構築していた．

＊ Q１は「本学の教職課程（所属学科）で～」，Q２は「本学の教職課程（所属学科）が～」，Q４は「本学の教職課

程（所属学科）の～」，それ以外は「本学の教職課程（所属学科）は～」に続く文となっている．

表１　アンケート項目
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組みついてどのように認識していますか．下

記の質問について，5.非常にそう思う，4.そ

う思う，3.どちらともいえない（わからない）

2.そう思わない，1.全くそう思わないの中か

ら，これまでの経験を踏まえた意見に近いも

のを選んで下さい」という教示文を提示し，

５件法で回答してもらった．

　なお，本調査は教職課程全体に共通する内

容について把握することを目的とするため，

免許種に応じた分析を行わない．

　分析は，回答に不備のあった12名分を除い

た36名を対象とし，単純集計によって行った．

具体的には，「5.非常にそう思う，4.そう思う」

を「そう思う」，「3.どちらともいえない（わ

からない）2.そう思わない，1.全くそう思わ

ない」を「そう思わない」の２群にわけた．

表２　回答者の内訳

卒業年度 人数

2015年度 9

2016年度 6

2017年度 8

2018年度 7

2019年度 8

2020年度 10

合　計 48

４．結果と考察

　表３は，全体の結果を示したものである．

表３によると，Q4，Q15，Q16，Q17，Q21

以外は「思わない」よりも「そう思う」と回

答した人数が多かった．このことは，本学の

卒業生が教職課程での学びを概ね肯定的に捉

えていること示唆している．

4.1. 肯定的回答とその要因

　そこで，「そう思う」と「思わない」のそ

れぞれにおいて，回答した項目が多い上位５

項目を挙げたのが表４である．表４によると，

「そう思う」と回答した数が多かった項目は，

「Q５．大学の教育活動と社会（外部）との

積極的な関わりを構築していた」と「Q26．

教育の実際場面に学生が触れる機会を設定

していた」の34名であった．次いで，「Q７．

事務組織も含め，教職員全体で学生の学びを

支援していた」，「Q14．教職志望の学生に対

する適切な履修指導を行っていた」，「Q27．

取得する教員免許状の特性に応じた実践的指

　 そう思う（名）思わない（名） p

Q １ 29 7 ***

Q ２ 31 5 ***

Q ３ 27 9 **

Q ４ 23 13 　

Q ５ 34 2 ***

Q ６ 29 7 ***

Q ７ 33 3 ***

Q ８ 29 7 ***

Q ９ 30 6 ***

Q10 28 8 **

Q11 24 12 *

Q12 26 10 **

Q13 29 7 ***

Q14 33 3 ***

Q15 18 18 　

Q16 23 13 　

Q17 22 14 　

Q18 21 15 　

Q19 30 6 ***

Q20 27 9 **

Q21 23 13 　

Q22 30 6 ***

Q23 31 5 ***

Q24 27 9 **

Q25 30 6 ***

Q26 34 2 ***

Q27 33 3 ***

Q28 33 3 ***

Q29 31 5 ***

Q30 31 5 ***

p ＜ .05，**p ＜ .001，***p ＜ .0001

表 3　全体の結果
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導力を育成していた」，「Q28．様々な体験活

動とその省察による往還の機会を提供してい

た」が33名であった．

　「Q５．大学の教育活動と社会（外部）と

の積極的な関わりを構築していた」や「Q26．

教育の実際場面に学生が触れる機会を設定し

ていた」，「Q27．取得する教員免許状の特性

に応じた実践的指導力を育成していた」は，

教職課程のカリキュラムが影響していると考

えられる．本学の教職課程では，2011年度か

ら学生が大学での講義と直接学校と関わるボ

ランティア実践やインターンシップを通して

子どもと学校への理解を深め，実践的指導力

の基礎を育む機会を提供することを企図した

早期の学校体験を必修科目として設置してい

る（嘉数ら，2018）．そのため，教師を目指

す学生は大学での学びと継続的な学校現場等

での体験を通して，自己の教師としての適性

や資質を確認する機会が多くある．つまり，

本学の卒業生は，教師を目指す中で大学だけ

でなく，地域や学校での体験的な学びの機会

や実践的指導力の育成につながる取り組みを

理解しながら学修をしていたと考えられる．

　また，「Q７．事務組織も含め，教職員全

体で学生の学びを支援していた」や「Q14．

教職志望の学生に対する適切な履修指導を

行っていた」については，教職履修にかかわ

る相談指導や教育実習支援など，教職支援セ

ンターの役割が大きいと考えられる．中央教

育審議会（2015）では，学生への指導や効率

的，効果的な教職課程の運営のために教職課

程を統括する組織を設置し，教職課程の質の

維持・向上に努めることの必要性が指摘され

ている．本学では，教職支援センターが2009

年に設置され，学生の学びの支援や相談窓口，

そして全学的な教職課程の運営組織がある．

この結果を踏まえると，教職支援センターを

中心とした学生への指導や支援，そして組織

体制が学生にとって有益であったことを示し

ている．

4.2. 否定的回答とその要因

　「そう思わない」と回答した項目が多かっ

たのは，「Q15．教職への適性が乏しい学生

への適切な指導」が18名と最も多かった．次

に，「Q17．学生の教職に対する適性への把握」

が14名となっていた．また，「Q４．ポリシー

の一貫性」と「Q16．学生の教職に対する意

欲の把握」，「Q21．在学中のメンタルサポー

トの体制」が13名となっていた．

　まず，「Q４．ポリシーの一貫性」につい

ては，教職課程の３つのポリシーのつながり

を学生に十分に伝えられていないことを示し

ている．国立大学教員養成系学部におけるア

ドミッション・ポリシー（以下，AP）の特

徴を明らかにした根岸（2013）の研究では，

APについて知らない大学受験者が少なくな

いと指摘している．また，教員の養成・採用・

研修の連続性という観点から，「養成段階で

どのようなあり方がふさわしいのか，教育理

　
項　　　目

回
答
数

そ
う
思
う

Q５
大学の教育活動と社会（外部）
との関わり

34

Q26
教育の実際場面に学生が触れ
る機会の設定

34

Q７
教職員全体で学生の学びを支
援

33

Q14
教職志望の学生に対する適切
な履修指導

33

Q27
取得する教員免許状の特性に
応じた実践的指導力の育成

33

Q28
様々な体験活動とその省察に
よる往還の機会の提供

33

思
わ
な
い

Q15
教職への適性が乏しい学生へ
の適切な指導

18

Q17
学生の教職に対する適性の把
握

14

Q４ ポリシーの一貫性 13

Q16
学生の教職に対する意欲の把
握

13

Q21
在学中のメンタルサポートの
体制

13

表４　各段階における回答数の上位５項目

－－ 20 －－

嘉数健悟：教職課程の自律的な質保証に向けて



念や教育内容について具体的に検討していく

必要がある」（p56）と述べている．本学では，

年度初めに在学生を対象とした教職オリエン

テーションを実施し，年間スケジュールの確

認や教職課程の理念の確認等を行っている．

しかし，この結果は，そこでの指導や内容に

改善の余地があることを示している．

　次に，「Q15．教職への適性が乏しい学生

への適切な指導」や「Q17．学生の教職に対

する適性への把握」，「Q16．学生の教職に対

する意欲の把握」，「Q21．在学中のメンタル

サポートの体制」は，学生への指導の中核を

担っている学科に対して，教職を履修する学

生の適性や意欲を把握して指導する必要があ

ることを示している．河村（2021）は，「本

人が教師になりたいと切望しても，教師には

向かないだろうと思われる学生がいる．この

ような学生は自分自身について理解ができて

いないケース」（p121）があると述べ，教師

としての適性を自分で見極めることの難しさ

を指摘している．本学では４年間の一貫ゼミ

があり，個々の学生に対する指導がしやすい

環境にある．そのため，「教員養成における

学生の質の保証の最終的な責任は学部・学科

にある」（鈴木，2014，p45）ことを踏まえ

ると，教職を希望する学生に対する導入教育

として，その意欲や適性の把握，そしてサポー

ト体制を教職支援センターのみならず，学部

や学科でも整えていく必要がある．

５．まとめ

　本研究では教職課程で学んだ学生が本学の

教職課程の何を評価し，何を課題としている

のかを明らかすることを目的とした．本学で

は，2009年４月教職支援センターが設立され，

全学的な教職課程の運営を統括している．そ

の中で，2022年４月から全学的に教職課程を

実施する組織体制の整備や自己点検の義務化

が行われることとなった．本研究の結果は，

少数の事例ではあるが，次年度以降における

本学の教職課程の自己点検・評価に向けた一

助になるものと考えられる．

　まず，本学において教員免許を取得した学

生は，地域や学校での体験的な学びの機会や

実践的指導力の育成につながる取り組みを評

価していることが示された．特に，地域にお

ける実践的な学びの場は，本学の教職課程の

特徴の一つでもあるため，その点が肯定的に

捉えられている．また，教職支援センターを

中心とした学生への指導や支援なども学生に

とって有益であったことも示された．

　一方で，教職を履修する学生の適性や意欲

を把握して指導することの必要性が課題とし

て挙げられる．学内おける教職課程への理解

を周知しながら，教職支援センターと学部・

学科が連携して学生一人一人への教職課程へ

の導入教育を実施することが求められてい

る．

　教職課程の自律的な質保証に向けては，内

部質保証の充実が欠かせない．そのためにも，

現状把握を出発点とした議論をしながら教職

課程の充実・改善に資する研究を継続してい

く必要がある． 

＜注＞

１） CAEPはNCATEとTEACが合併する形

で設立され，2013年８月にCAEPの新し

い認定基準を策定し，2016年からCAEP

の認定基準が完全に導入されている．

＜付記＞

　本稿はJSPS科研費（18H01024）の補助に

よる成果の一部である．
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